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福岡市宿泊事業者受入環境支援補助金に係る Q＆A 
（民泊用） 

 
[Q＆A に関する問い合わせ先] 
福岡市役所 経済観光文化局 観光産業課 
電  話︓092-711-4353(直通) 
E-mail︓syukuhaku-shien@city.fukuoka.lg.jp 

 
＜補助制度の概要について＞ 

Q 宿泊事業者受入環境充実支援補助金はどのような補助金ですか。 
 
【A】 
○多様な宿泊ニーズへの対応や、お客様の安全・安心に取り組む宿泊施設を支援するために、宿泊事 
業者が取り組む受入環境の充実に対して費用の一部を補助するものです。 
○補助率︓2分の 1(上限額︓１事業者 10万円) 

 
Q 複数の施設がある場合、補助上限額はどのようになりますか。 
 
【A】 
○複数の施設がある場合でも、補助上限額は１事業者あたり 10万円となります。 
○旅館業法と民泊、それぞれの施設を運営している場合でも、民泊の補助上限額は 10万円となります。 

 
 

＜対象事業者について＞ 
Q どのような宿泊事業者が対象になりますか。 
 
【A】 
○住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(民泊)の事業者で、福岡市宿泊税条例の規定に基づ 
き、宿泊税の「納入申告書」を市に提出している個人・法人が対象となります。 
○上記の要件に加え、「福岡市の市税に係る徴収金を滞納していないこと」、「暴力団または暴力団員 
と密接な関係を有していないこと」などを要件としており、詳しくは、本補助金に係る「募集要項」をご確 
認ください。 

 
 
＜事業実施期間について＞ 

Q 補助事業はいつから実施できますか。 
 
【A】 
○本補助金を受給するための基本的な手続きの流れは、次のとおりです。 

 
 
 
 
 

 
○補助事業については、「交付決定日」以後、開始することが可能です。 
交付決定日前に実施された事業は、補助対象になりませんのでご注意ください。 
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Q 補助事業の完了日が、R8.2.28 を経過してしまった場合、補助金が交付されないのですか。 
 
【A】 
○交付されません。補助事業については、事業実施期間(補助金に係る交付決定の日～R8.2.28)内 
での実施及び完了をお願いします。 

 
Q 完了日とはいつを指すのですか。 
 
【A】 
○完了日とは、「お支払いの完了」及び「物品購入の際は設置日」、「事業実施の際は当該事業を完
了した日」等の両方が完了した日を指します。 
ご不明な場合は、お早めにお問合せください。 
なお、実績報告については、補助事業の完了日から起算して１月以内又は R8.3.31(火)のいずれか 
早い日までに必ず行ってください。 

 
 
＜交付申請の受付について＞ 

Q 申請受付期間、申請書の提出方法、必要書類について教えてください。 
 
【A】 
○交付申請は、R7.6.2（月)から R7.11.30(日)まで受け付けております。 
○原則、【電子メール】による申請手続きとなり、手続きにあたっては、以下の(1)から(5)までの書類等が 
必要となりますので、ご準備をお願いします。  
なお、必要に応じて、別途書類提出をお願いすることがあります。 

必 要 な 書 類 等 備        考 
(1)様式第 1号 
交付申請書兼事業計画書 

      
   市ホームページからダウンロードし、電子メールにて提出 

 

(2)様式第 1号 別紙 
事業収支計画書 

(3)誓約書 
(4)役員名簿 
(5)補助対象経費の積算が確認できる書類【任意様式】 
※様式第１号に記載する事業者番号については、福岡市が送付している「宿泊税事業者番号・
施設番号通知書」に記載された「事業者番号」（5桁の数字）をご記入ください。 

 
Q 原則メールでの申請とあるが、紙での申請も可能か︖ 
 
【A】 
○可能です。 
お手数ですが、その旨ご連絡いただければ、郵送での対応をご案内いたします。 
※必要であれば、様式を郵送いたします。 

 
Q 市の HP 等に「予算額に達した時点で、受付を終了」と記載されていますが、申請受付が締切日よ
りも早く終わることはありますか。 

【A】 
○本補助制度については、予算の範囲内で実施するものであるため、予算の上限に達した場合は受付 
を終了いたします。 
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Q 本社等でとりまとめて対象経費を支払っている場合は申請できますか。 
 
【A】 
○要件等に該当する場合には、申請可能です。 
ただし、事業実績報告の手続きの際、補助対象となる市内宿泊施設の経費に相当する額を証明で 
きる書類(該当施設の経費に係る伝票等)をあわせてお示しいただくこととなります。 

 
Q 申請から交付決定までどれくらい時間がかかりますか︖ 
 
【A】 

   〇申請から交付決定まで３週間～１か月程度期間を要します。 
特に締め切りR7.11.30(日)直前は申請が混み合い、更にお待たせする可能性がありますので、お早
めのご申請をお願いいたします。 

     
 
＜事業実績報告について＞ 

Q いつまでに報告すればよいですか。 手続きに必要な書類についても教えてください。 
 
【A】 

(1)補助金の実績報告の時期 
補助事業の完了日から起算して１か月以内又は R8.3.31(火)のいずれか早い日までに 

必ず行ってください。 
(2)実績報告の手続きに必要なもの 

補助事業が完了したときは下記様式を【電子メール】で提出ください。 
①事業実績報告書【様式第７号】 
②事業収支報告書【様式第７号別紙】 
③領収書の写し【指定様式なし】 
④事業の実績が確認できる写真等【指定様式なし】  
※HP多言語化や工事の場合は実施前の写真もご提出ください。 

       ※郵送をご希望の方は、お手数ですが、その旨ご連絡ください。 
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＜補助対象経費について＞ 
Q どのようなものが補助対象になりますか。 
 
【A】 
○補助対象経費の主な事例につきましては、以下のとおりです。ご不明な点は電話等でお問い合わせを 
お願いいたします。 

 
補助対象経費 主な事例 

①外国人観光客の 
受入環境強化 

 
 
 
 

・多言語化（HP、ハウスルール、施設内表示） 
・翻訳機購入費用 など 

②災害対応強化 
 
 
 
 

・宿泊者が被災した際に必要なもの 
 （ポータブル電源、懐中電灯、ヘルメット等） 
・外国人旅行者向け災害対応リーフレットの作成 など 
 
 
 
 

③生産性向上に向
けたデジタル化・
業務改善 

 
 
 
 
 

・デジタルキー導入 
・スマートロック導入  
・セルフチェックイン導入 
・スタッフ用マニュアル制作 など 
 
 
 
 
 

 
※住宅の価値向上を兼ねた事業は補助対象外となります。（トイレ洋式化等） 
※本体購入費、設置工賃、リース料、レンタル料などが対象となります。 
なお、事例の経費であっても、機器更新・原状回復費用、通信費・電気代等の 
ランニング経費、消耗品などは対象外です。 
 
※各種ポイントを使用して商品を購入された場合は、ポイント相当金額を差し 
引いた額が補助対象額となりますのでご注意ください。 
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Q リース料やレンタル料はどのように補助対象経費に計上できますか。 
 
【A】 
○リース料、レンタル料などの年間分として支払った経費については、本補助金の目的に合致するもので 
ある場合、補助事業実施期間の日数に応じて、当該経費の額を按分(１円未満の端数は四捨五入) 
し、補助対象経費として計上することができます。 

 
 

Q 休業中や廃業の場合も補助の対象となりますか。 
 
【A】 
○休業している場合は、営業再開に向けて事業に取り組む場合については対象となります。 
○廃業している場合については、対象外となります。 

 


